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中
国
人
元
労
働
者
側
と

西
松

建

設

が

和

解

戦
時
中

に
強
制
連
行
さ
れ
、

新
潟
県
内
の
発
電
所
建
設
現
場

で
過
酷
な
労
働
を
強
い
ら
れ
た

と
し
て
、
中
国
人

の
元
労
働
者

ら
が
準
大
手
ゼ
ネ

コ
ン

「
西
松

建
設
」

（
東
京

）
に
損
害
賠
償

を
求
め
た
が
Ａ
原
告
側
の
敗
訴

が
確
定
し
た
訴
訟
を
巡
り
、
同

社
と
元
労
働
者
の
遺
族
５
人
は

２６
日
、
東
京
簡
裁
で
即
決
和
解

し
た
。
同
社
は
強
制
労
働
を
歴

史
的
事
実
と
認
め
て
謝
罪
し
、

被
害
者
１
８
３
人
分
の
解
決
金

と
し
て
、
１
億
２
伊
０
０
万
円

を
被
害
者
救
済
の
た
め
の
基
金

に
支
払
う
内
容
。
被
善
者
ら
は

基
金
を
通
じ

て
補
償
を

受
け

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
■

同
社
は
ハ
昨
年
３
月
に
摘
発

さ
れ
た
小
沢

十
郎

・
民
主
党
幹

事
長
側

へ
の
違
法
献
金
事
件
を

き

っ
か
け
に
、
経
営
刷
新
を
図

る
こ
と
に
な
り
（
最
高
裁
で
勝

訴
が
確
定
し
て
い
る
中
国
人
の

強
制
連
行
問
題
に
つ
い
て
も
改

め
て
取
り
組
む
こ
と
に
し
た
。

１０
月
に
は
、
広
島
に
連
行
さ
れ

た
元
労
働
者
側
と
和
解
。
新
潟

の
元
労
働
者
側
と
も
交
渉
し
て

い
た
。
　

ｉ
　
体

　

！．
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中
国
人
強
制
労
働

新
潟
も
遺
族
和
解

西

松

建

設

戦
時
中
に
新
潟
県
の
信
濃
川
の

ダ
ム
エ
事

で
中
国
人
１
８
３
人
が

強
制
連
行
さ
れ
労
働
さ
せ
ら
れ
た

問
題
で
、
う
ち
５
人
の
元
労
働
者

の
遺
族
と
、
当
時
工
事
を
請
け
負

っ
た
西
松
建
設

（
本
社

・
東
京
）

が
２６
日
、
東
京
簡
裁
で
即
決
和
解

し
た
。
和
解
条
項
は
同
社
が
１
８

３
人
の
た
め
に
１
億
２
８
０
０
万

円
を
信
託
し
て
基
金
を
設
立
し
、

金
銭
補
償
す
る
な
ど
の
内
容
。

即
決
和
解
は
新
た
な
訴
え
を
起

こ
さ
ず
に
話
し
合
い
で
争
い
を
解

決
す
る
裁
判
手
続
き
。

こ
の
問
題
で
は
、
別
の
元
労
働

者
５
人
が
損
害
賠
償
を
求
め
た
訴

訟

で
原
告
敗
訴
が
確
定
し

て
い

る
。
だ
が
、
広
島
県
内
の
工
事
を

め
ぐ
る
同
種
の
訴
訟
で
２
０
０
７

年
、
最
高
裁
判
決
が
請
求
は
退
け

た
が
同
社
に

「被
害
者
ら
の
救
済

に
向
け
た
努
力
が
期
待
さ
れ
る
」

と
付
言
。
同
社
は
昨
年
１０
月
、
広

島
の
元
労
働
者
３
６
０
人
に
計
２

億
５
千
万
円
の
金
銭
補
償
を
す
る

こ
と
な
ど
で
即
決
和
解
し
た
。

今
回
は
同
社
の
申

ｉ
じ
立
て
に
対

し
、
新
潟
の
元
労
働
者
５
人
の
遺

族
が
和
解
に
応
じ
た
。
金
銭
補
償

の
は
か
、
同
社
が
強
制
労
働
を
歴

史
的
な
事
実
と
認
め
、
元
労
働
者

側
に
謝
罪
す
る
こ
と
も
和
解
条
項

に
盛
り
込
ま
れ
た
。
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強
制
労
働
の
中
国
人
遺
族

東京簡裁

者
１
８
３
人
分
の
解
決
金

計
１
億
２
８
０
０
万
円
を

中
国
の
民
間
団
体
に
信
託

し
て
基
金
と
す
る
内
容
。

西
松
建
設
は
０９
年
、
広

島
に
連
行
さ
れ
た
３
６
０

人
と
も
和
解
、
今
回
の
和

解
で
ほ
ぼ
全
面
的
な
解
決

と
な

っ
た
。
中
国
人
を
強

制
連
行
し
た
と
さ
れ
る
当

時
の
３５
企
業
で
初
め
て
。

５
人
を
含
む
１
８
３
人

は
１
９
４
４
～
４５
年
、
新

潟
県
六
日
町

（
現
南
魚
沼

市
）
の
信
濃
川
工
事
事
務

所
で
水
力
発
電
所
の
建
設

工
事
に
強
制
的
に
従
事
さ

せ
ら
れ
た
。

一
部
が
同
社

な
ど
に
損
害
賠
償
を
求
め

て
提
訴
し
０７
年
に
最
高
裁

で
敗
訴
が
確
定
し
た
が
、

そ
の
後
、
話
し
合
い
を
進

め
て
い
た
。
【和
田
武
士
】

西
松
建
設
と
相
解

戦
時
中
に
新
潟
県
の
建

設
現
場
に
強
制
連
行
さ
れ

て
重
労
働
を
強
い
ら
れ
た

中
国
人
５
人
の
遺
族
と
、

施

工
業

者

の

西

松

建

設

（東
京
都
港
区
）
の
裁
判
外

で
の
和
解
が
２６
日
、
東
京

簡
裁
で
成
立
し
た
。
西
松

側
が
責
任
を
認
め
て
謝
罪

し
、
５
人
を
含
む
全
被
善
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西
松
建
設
は
全
面
和
解

新
潟
の
労
働
分
解
決
金
１
億
２８００
万
円

第
２
次
大
戦
中
に
新
潟
県

に
強
制
運
行
さ
れ
過
酷
な
労

働
を
強
い
ら
れ
た
と
し
て
、

中
国
人

の
元
労
働
者
ら
が
西

松
建
設
を
提
訴
し
、
２
０
０

７
年
に
敗
訴
が
確
定
し
た
訴

訟
を
巡
り
、
同
社
は
２６
日
、

１
億
２
８
０
０
万
円
を
解
決

金
と
し
て
支
払
う
こ
と
な
ど

で
元
労
働
者
側
と
合
意
し
、

東
京
簡
裁
で
和
解
し
た
。

西
松
建
設
は
０９
年
１０
月
、

広
島
県
に
強
制
連
行
さ
れ
た

別
の
元
労
働
者
と
も
既
に
和

解
。
戦
時
中
の
中
国
人
の
強

制
連
行
で
西
松
建
設
の
工
事

を
め
ぐ

っ
て
は
、
す
べ
て
和

解
が
成
立
し
た
。

和
解
条
項
に
よ
る
と
、
西

松
建
設
は
強
制
労
働
に
つ
い

て
歴
史
的
責
任
を
認
め
て
謝

罪
。
解
決
金
と
し
て
１
億
２

８
０
０
万
円
を
中
国
の
民
間

団
体
に
信
託
し
、
新
潟
県
の

水
力
発
電
所
建
設
に
連
行
さ

れ
た
中
国
人
労
働
者
１
８
３

人

へ
の
補
償
や
慰
霊
碑
の
建

立
費
用
な
ど
に
充
て
る
。

和
解
成
立
後
に
記
者
会
見

し
た
元
労
働
者
の
遺
族
、
張

造
領
さ
ん
（
５８
）
は

「
昨
年
亡

く
な

っ
た
父
も
、
今
日
の
結

果
に
安
心
し
て
い
る
と
思
う

が
、
他
企
業
も
合
め
強
制
連

行
の
被
害
者
は
約
４
万
人
い

る
。
今
後
、
全
面
解
決
す
る

よ
う
願
い
た
い
」
と
訴
え
た
。

新
潟
県

へ
の
強
制
連
行
を

め
ぐ

っ
て
は
、
元
労
働
者
が

１
９
９
７
年
、
西
松
建
設
な

ど
提
訴
し
た
が
、
０７
年
に
最

高
裁
で
敗
訴
が
確
定
。
た
だ
、

最
高
裁
は
同
社
の
強
制
連
行

を
め
ぐ
る
別
の
訴
訟
で
、
「
関

係
者
に
お
い
て
、
被
害
の
救

済
に
向
け
た
努
力
が
期
待
さ

れ
る
」
と
付
言
し
、
裁
判
外

で
の
解
決
を
促
し
て
い
た
。
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「強
制
労
働
」
認
め
和
解

西
松
、中
国
人
元
労
働
者
と
戦時中連イ〒

戦
時
中
に
強
制
運
行
さ
れ
、

新
潟
県
で
水
力
発
電
所
建
設
の

た
め
過
酷
な
労
働
を
強
い
ら
れ

た
と
す
る
中
国
人
の
元
労
働
者

１
８
３
人
に
つ
い
て
、
西
松
建

設

（東
京
都
）
が

「歴
史
的
責

任
」
を
認
め
て
解
決
金
１
億
２

８
０
０
万
円
を
支
払
う
こ
と
で

元
労
働
者
側
と
合
意
、
東
京
簡

裁
で
２６
日
、
和
解
が
成
立
し

た
。　
　
　
　
，

和
解
条
項
に
よ
る
と
、
新
潟

県
の
水
力
発
電
所
工
事
に
か
か

わ
っ
た
元
労
働
者
が
対
象
で
、

同
社
が
強
制
労
働
を
歴
史
的
事

実
と
し
て
認
め
、
謝
罪
の
意
を

表
明
す
る
こ
と
な
ど
も
盛
り
込

ま
れ
て
い
る
。
　

　

　

　

　

一

今
回
の
和
解
で
は
、
同
社
に

損
害
賠
償
を
求
め
て
提
訴
し
、
・

最
高
裁
で
敗
訴
が
確
定
し
た
元

原
告
５
人
は

「
受
け
入
れ
ら
れ

な
い
」
と
し
て
和
解
に
は
参
加

し
な
か

っ
た
。

西
松
建
設
は
昨
年
１０
月
、
広

島
県
の
水
力
発
電
所
工
事
を
め

ぐ
る
問
題
で
も
、
中
国
人
の
元

労
働
者
側
に
２
億
５
千
万
円
を

支
払
う
こ
と
で
和
解
が
成
立

・
し

て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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太
平
洋
戦
争
中
に
強
制

連
行
さ
れ
、
新
潟
県
の
水

力
発
電
所
建
設
工
事

で
重

労
働
を
強
い
ら
れ
た
中
国

人
の
元
労
働
者
側
と
西
松

建
設

（東
京
）
が

二
十
六

日
、

「
即
決
和
解
」
手
続

き
に
よ
り
、
東
京
簡
裁

で

和
解
し
た
。

和
解
し
た
の
は
元
労
働

者
の
遺
族
五
人
だ
が
、
和

即
決
和
解

民
事
訴
訟
の
対

象
と
な
る
可
能

性

が

あ

る

争

い

に

つ

い

て
、
訴
え
を
起

こ
す
前
に

簡
裁
で
成
立
さ
せ
る
和
解

の
手
続
き
で
、
民
事
訴
訟

法
２
７
５
条
で
定
め
ら
れ

て
い
る
。
当
事
者
が
簡
裁

に
請
求
の
内
容
な
ど
を
申

し
立
て
、
和
解
期
日
に
当

事
者
双
方
が
出
頭
。
和
解

が
成
立
す
れ
ば
和
解
調
書

が
ま
と
め
ら
れ
、
確
定
判

決
と
同
じ
効
力
を
持

つ
。

訴
訟
回
避
の
目
的
で
な
さ

れ
る
た
め
、
訴
訟
防
止
和

解
と
も
呼
ば
れ
る
。

新
潟
の
強
制
運
行
も
和
解

西
松
霊
訳
元
労
働
者
全
員
に
解
決
金

解
条
項
に
は
、
工
事
に
従

事
さ
せ
ら
れ
た
百
八
十
三

人
全
員
を
対
象
に
解
決
金

計

一
億

二
千
八
百
万
円
を

支
払
い
、
謝
罪
す
る
こ
と

な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
た
。

元
労
働
者
側
弁
護
団
に
よ

る
と
、
元
労
働
者
の

一
部

は
和
解
に
反
対
し
て
い
る

と
い
う
。

同
社
は
昨
年
十
月
ｒ
広

島
県
の
工
事
に
従
事
し
た

元
中
国
人
労
働
者
三
百
六

十
人
を
対
象
に
、
二
億
五

千
万
円
を
金
銭
補
償
す
る

こ
と
な
ど
で
和
解
。
中
国

人
を
強
制
連
行
し
た
と
さ

れ
る
企
業
で
、
和
解
の
枠

組
み
が
全
面
的
に
成
立
し

た

の
は
同
社
が
初
め
て
。

西
松
建
設
を
め
ぐ
る
強

制
連
行
の
損
害
賠
償
請
求

訴
訟
は
、
元
労
働
者
側
の

敗
訴
が
確
定
し
た
が
、
広

島

の
工
事
を
め
ぐ
る

二
〇

〇
七
年
四
月
の
最
高
裁
判

決
は

「
被
善
救
済
に
向
け

た
努
力
が
期
待
さ
れ
る
」

と
付
言
し
て
い
た
。

昨
年
、
元
労
働
者
の
父

を
亡
く
し
た
張
造
領
さ
ん

含
０
は

「
重
い
歴
史
的
な

意
義
が

あ
る
が
、
強
制
連

行
の
被

害
者
は
四
万
人
近

く
お
り

、
全
面
解
決
を
願

い
た
い
」
と
話
し
た
。

西
松

建
設
の
話
　
中
国

人
当
事
著
お
よ
び
関
係
者

の
方

々
の
ご
努
力
に
感
謝

し
ま
す

。
反
対
を
表
明
さ

れ
て
い
る
方
々
に
も
、
和

解
の
枠

組
み
に
参
加
し
て

い
た
だ

け
る
よ
う
希
望
し

ま
す
。



唯酔
酬酢
徳
１
億
２８００
万
円
支
払
い

第
２
次
大
戦
中
、
十
日
町

市
に
あ
っ
た
西
松
建
設

（東

京
）
の
信
濃
川
工
事
事
務
所

に
中
国
人
■
８
３
人
が
強
制

連
行
さ
れ
過
酷
な
労
働
を
強

い
ら
れ
た
問
題
で
２６
日
、
同

社
が
被
害
者
側
に
解
決
金

■
億
２
８
０
０
万
円
を
支
払

い
、
謝
罪
す
る
こ
と
を
条
件

と
し
た
即
決
和
解
が
東
京

簡
裁
で
成
立
し
た
。
同
社
を

め
ぐ
る
強
制
連
行
で
、
和

解
が
成
立
す
る
の
は
広
島
県

の
安
野
発
電
所
に
続
き
２
例

目
。

（関
連
記
事
２７
面
に
）

和
解
条
項
で
は

「
（西
松

建
設
は
）
被
害
者
お
よ
び
そ

の
遺
族
に
対
し
て
歴
史
的
責

任
の
あ
る
こ
と
を
認
め
て
、

深
く
反
省
し
謝
罪
の
意
を
表

明
す
る
」
と
明
記
。
西
松
側

が
■
８
３
人
分
の
解
決
金
を

「中
国
人
権
発
展
基
金
〈
否

に
信
託
す
る
。

代
理
人
に
よ
る
と
遺
族
を

含
め
た
被
害
者
の
う
ち
、
所

在
が
判
明
し
て
い
る
の
は
約

６０
人
で
、
う
ち
生
存
者
は
３

人
と
い
う
。

同
事
務
所
で
の
強
制
連
行

を
め
ぐ
っ
て
は
中
国
人
元
労

働
者
５
人
が
■
９
９
７
年
、

国
や
同
社
に
対
し
、
損
害
賠

償
訴
訟
を
起
こ
し
た
が
、
２

０
０
７
年
に
最
高
裁
で
敗
訴

が
確
定
し
た
。

し
か
し
、
こ
れ
に
先
立
つ

安
野
発
電
所
の
強
制
連
行
を

め
ぐ
る
上
告
審
で
、
最
高
裁

は
同
社
の
法
的
責
任
は
認
め

な
か
っ
た
も
の
の
、
「被
害

者
の
救
済
に
向
け
た
努
力
を

期
待
す
る
」
と
付
言
。

こ
れ
に
伴
い
、
西
松
側
は

信
濃
川
の
強
制
連
行
に
つ
い

て
も
、
被
害
者
側
と
協
議
し

て
い
た
。

ま
た
昨
年
、
西
松
建
設
の

元
社
長
ら
が
逮
捕
さ
れ
た

違
法
献
金
事
件
を
受
け
、
「全

社
的
に
法
令
遵
守
の
在
り

方
を
見
直
し
、
過
去
の
歴
史

に
も
向
き
合
う
こ
と
に
な

っ
た
」
（同
社
代
理
人
の
高

野
康
彦
弁
護
士
）
こ
と
も
、

和
解

へ
の
追
い
風
と
な
っ

た
。和

解
後
、
元
労
働
者
や
そ

の
遺
族
で
つ
く
る

「日
本
に

強
制
連
行
さ
れ
た
中
国
人
労

工
聯
誼
会
信
濃
川
分
会
」
会

長
の
張
造
領
さ
ん
（４８
）ら
が

△パ日兄。
河
北
省
か
ら
連
行
さ
れ
た

父
の
尽
文
さ
ん
を
昨
年
、
８９

歳
で
亡
く
し
た
と
い
う
張
さ

ん
は

「
一
度
も
お
な
か
い
っ

ぱ
い
食
べ
ら
れ
ず
、
冬
の
寒

さ
を
耐
え
る
た
め
に
紙
袋
を

巻
き
付
け
た
こ
と
を
父
か
ら

聞
い
た
。補
償
金
は
出
る
が
、

複
雑
な
気
持
ち
だ
」
と
目
を

潤
ま
せ
た
。

総  合  12版 2010年 (平成22年 )4月 27日 (火曜日)

2010年年成22年)

4月27日
火曜日

西
松
建
設
の
中
国
人
強
制
連
行
で
利
解
が
成
立
し
、

元
労
働
者
の
父
の
写
真
を
手
に
会
見
す
る
張
造
領
き

ん

（中
央
）
ら
＝
２６
日
、
東
京

・
霞
が
関

春
さ
れ
ば
木
々
の
こ
ず
ゑ
に
花
は
咲
け
ど
も

紅
葉
ば
の
過
ぎ
に
し
子
ら
は
帰
ら
ざ
り
け
り

香
が
巡
り
、
仰
陣
も
の
よ
う
に
木
々
の
ァ能
に
は
美

し
い
花
が
咲
く
の
に
、
病
で
亡
く
な
っ
た
子
ど
も
た
ち

は
も
う
再
び
家
に
戻
っ
て
は
こ
な
い
。文
政
元
年
ご
ろ
、

天
然
痘
が
大
流
行
し
多
く
の
子
供
が
亡
く
な
っ
た
。
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強制運行和解

訴
訟
支
援
者
に
期
待
広
が
る

ヽ

信
濃
川
発
電
所

（十
日
町

市
）
で
の
強
制
連
行
を
め
ぐ

り
、
西
松
建
設
と
被
害
者
側

の
間
で
２６
日
、
和
解
が
成

立
し
た
。
敗
訴
が
確
定
し
た

中
国
人
の
元
労
働
者
ら
に
対

し
て
企
業
が
加
害
責
任
を

認
め
金
銭
補
償
に
応
じ
た
こ

と
で
、
ほ
か
の
強
制
連
行
訴

訟
の
原
告
支
援
者
に

「全
被

害
者
救
済
に
向
け
た
チ
ャ

ン
ス
」
と
期
待
が
広
が
っ
た
。

た
だ
、
２
０
０
７
年
の
最

高
裁
判
決
が
、
国
や
企
業

の
賠
償
責
任
を
否
定
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、　
″
全
面
解

決
″
へ
の
道
の
り
は
不
透
明

だ
。こ

の
日
、
和
解
後
に
会
見

し
た
中
国
人
強
制
運
行

・
強

制
労
働
事
件
全
国
弁
護
団
の

高
橋
融
団
長
は

「西
松
の
例

が

（同
様
の
訴
訟
の
）
全
面

的
な
解
決
に
つ
な
が
っ
て
ほ

し
い
」
と
語
っ
た
。
ほ
か
に

和
解
に
向
け
た
動
き
は
な
い

が
、
「国
が
動
け
ば
和
解
を

検
討
す
る
十
と
し
て
い
る
被

告
企
業
も
複
数
あ
る
。

た
だ
、
中
国
人
の
元
労
働

者
と
の
和
解
は
西
松
建
設
の

２
件
を
除
け
ば
、
００
年
に
庭

島
が
花
岡
鉱
山

（秋
田
県
）

の
元
労
働
者
と
の
間
で
５
億

円
の
救
済
基
金
設
立
を
条
件

に
和
解
し
た
ケ
ー
ス
な
ど
２

件
に
す
ぎ
な
い
。

中
国
人
の
強
制
連
行
訴
訟

は
、
新
潟
地
裁
を
は
じ
め
の

べ
全
国
１５
地
裁
で
提
起
さ
れ

て
い
る
が
、
原
告
の
敗
訴
確

定
が
相
次
い
で
い
る
。

新
潟
地
裁
で
は
■
９
９
９

年
、
新
潟
港

（新
潟
市
）
で

労
働
を
強
制
さ
れ
た
中
国
人

が
、
リ
ン
コ
ー
コ
ー
ポ
レ
ー

シ
ョ
ン

（同
）
と
国
を
相
手

取
り
提
訴
し
た
。　
一
審
は
原

告
が
全
面
勝
訴
し
た
が
、
最

高
裁
で
敗
訴
が
確
定
。
元
労

働
者
の
遺
族
や
支
援
者
ら
は

今
も
同
社
に
和
解
を
申
し
入

れ
続
け
て
い
る
。

新
潟
訴
訟
の
弁
護
団
長
、

中
村
洋
二
郎
弁
護
士
は

「国

や
ほ
か
の
企
業
の
様
子
見
を

し
て
い
る
被
告
企
業
に

『西

松
の
例
を
見
て
ほ
し
い
』
と

あ
ら
た
め
て
訴
え
た
い
」
と

強
調
。　
一
方
、
リ
ン
コ
ー
コ

ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
は

「
一
企

業
と
し
て
個
別
の
話
し
合

い
に
は
応
じ
な
い
と
い
う

ス
タ
ン
ス
は
今
の
と
こ
ろ

変
わ
ら
な
い
」
と
コ
メ
ン
ト

し
た
。

４６
年
に
外
務
省
が
作
成
し

た

「華
人
労
務
者
就
労
事

情
調
査
報
告
」
に
よ
る
と
、

本
県
で
中
国
人
が
強
制
連

行
さ
れ
た
の
は
３
カ
所
で

計
■
４
７
６
人
。
雇
用
主
は

信
濃
川
発
電
所
の
西
松
建
設

と
間
組
、
鉄
建
建
設
、
新
潟

港
の
リ
ン
コ
ー
コ
ー
ポ
レ
ー

シ
ョ
ン
、
赤
谷
鉱
業
所

（新

発
田
市
）
の
日
鉄
鉱
業
の
５

社
。
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国
も
政
治
解
決
に
踏
み
出
せ

太
平
洋
戦
争
中
に
中
国
か
ら

強
制
連
行
さ
れ
、
十
日
町
市
の

ダ
ム
建
設
現
場
で
働
か
さ
れ
た

中
国
人
の
元
労
働
者
ら
と
、
受

け
入
れ
企
業
の
西
松
建
設
の
和

解
が
成
立
し
た
。

強
制
連
行
を
め
ぐ
る
西
松
建

設
の
和
解
は
昨
年
１０
月
の
広
島
に
続
き
２
例

目
、
県
肉
関
連
で
は
初
め
て
と
な
る
。
西
松

側
は
、
強
制
労
働
の
事
実
と
歴
史
的
な
責
任

を
認
め
、
謝
罪
の
意
を
表
明
し
た
。

戦
時
中
、
強
制
連
行
さ
れ
た
中
国
人
は
約

４
万
人
に
上
り
、
全
国
３５
社
、
■
３
５
事
業

所
に
点
在
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
ほ
と
ん

ど
は
未
補
償
の
ま
ま
だ
。
西
松
の
和
解
を
全

面
解
決
に
つ
な
げ
た
い
。

和
解
条
項
で
は
、
信
濃
川
で
水
力
発
電
用

の
ダ
ム
エ
事
に
携
わ
っ
た
中
国
人
元
労
働
者

ら
■
８
３
人
を
対
象
に
、
計
■
億
２
８
０
０

万
円
の
解
決
金
を
元
労
働
者
側
の
基
金
に
支

払
う
こ
と
を
盛
り
込
ん
だ
。補
償
金
や
慰
霊
、

追
悼
費
用
な
ど
に
充
て
ら
れ
る
。

西
松
関
連
２
件
の
訴
訟
は
２
０
０
７
年
の

最
高
裁
判
決
で
の
原
告
敗
訴
で
確
定
し
て
い

る
。
し
か
し
、
判
決
が

「被
害
救
済
に
向
け

た
関
係
者
の
努
力
が
期
待
さ
れ
る
」
と
付
言

し
た
こ
と
か
ら
、
広
島
の
ケ
ー
ス
と
同
様
に

即
決
和
解
の
手
続
き
を
と
っ
て
い
た
。

戦
後
補
償
問
題
で
は
、
「■
９
７
２
年
の

日
中
共
同
声
明
で
中
国
人
個
人
の
賠
償
請
求

権
は
放
棄
さ
れ
、裁
判
で
は
行
使
で
き
な
い
」

と
の
最
高
裁
判
断
が
示
さ
れ
て
い
る
。
裁
判

で
の
解
決
は
難
し
く
な
っ
た
が
、
道
義
的
費

任
が
消
え
る
わ
け
で
は
な
い
。

本
県
で
は
信
濃
川
発
電
所
と
新
潟
港
、
新

発
国
市
の
赤
谷
鉱
業
所
で
計
■
４
７
６
人
が

強
制
労
働
に
従
事
さ
せ
ら
れ
た
。全
国
で
は
、

ま
だ
係
争
中
の
事
案
も
あ
る
。
強
制
連
行
を

主
導
し
た
国
と
関
連
企
業
は
和
解
へ
の
道
を

「外
務
省
報
告
書
」
な
ど
に
よ
れ
ば
、
閣

議
決
定
に
よ
り
労
働
力
不
足
を
補
う
た
め
、

終
戦
ま
で
に
多
く
の
中
国
人
が
連
行
さ
れ

た
。
国
策
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。

最
高
裁
は

「旧
日
本
軍
監
視
下
で
の
強
制

連
行

・
労
働
で

（原
告
ら
は
）
極
め
て
大
き

な
精
神
的

・
肉
体
的
苦
痛
を
受
け
た
」
と
国

の
責
任
を
指
弾
し
て
い
る
。
企
業
だ
け
の
問

題
と
し
て
片
付
け
る
わ
け
に
は
い
く
ま
い
。

法
律
的
な
問
題
と
は
別
に
、
政
治
解
決
に
踏

み
出
す
の
を
た
め
ら
う
べ
き
で
は
な
い
。

鳩
山
由
紀
夫
首
相
は

「東
ア
ジ
ア
共
同
体

構
想
」
を
掲
げ
、
ア
ジ
ア
各
国
と
手
を
携
え

て
歩
む
姿
勢
を
打
ち
出
す
。
中
国
の
胡
錦
濤

国
家
主
席
と
今
月
行
っ
た
会
談
で
は

「日
中

両
国
が
中
核
」
と
関
係
強
化
を
訴
え
た
。

だ
が
、
日
本
が
戦
争
で
与
え
た
傷
か
ら
目

を
背
け
た
ま
ま
で
は
、
ア
ジ
ア
の
リ
ー
ダ
ー

使
説
療
姉
藤
貌
黎
難
勤
嘩
封
庁
陣
が
離
醜
準

ら
な
い
。
謝
罪
と
補
償
、
取
り
組
む
べ
き
こ

と
は
明
白
だ
。

謝
る
に
は
、
勇
気
が
い
る
。
時
が
た
て
ば
、

な
お
さ
ら
で
あ
る
。
既
に
多
く
の
被
害
者
が

亡
く
な
っ
て
い
る
。
も
は
や
解
決
の
先
延
ば

し
は
許
さ
れ
な
い
。
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他
の
訴
訟
な
ど

へ
波
及
期
待

持
論
企
業
に
働
き
か
け
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;1iiiii?11中国人強制労働、西松が和解へ|
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戦
時
中
に
県
内
の
信
濃
川
で
ダ
ム
建
設
な
ど
の
強
制

労
働
を
強
い
ら
れ
た
中
国
人
元
労
働
者
ら
が
お
自
に
西

松
建
設
(
東
京
)
と
和
解
す
る
こ
と
に
な
り
、
元
労
働

者
を
支
援
す
る
関
係
者
の
聞
で
は
、
強
制
労
働
を
め
ぐ

る
他
の
訴
訟
な
ど
へ
良
い
影
響
が
及
ぶ
こ
と
へ
の
期
待

感
が
広
が
っ
て
い
る
。
県
内
で
も
同
様
の
訴
訟
を
担
当

し
て
い
た
弁
護
士
は
「
全
国
に
4
万
人
近
く
い
る
戦
時

中
の
中
国
人
元
労
働
者
に
対
し
て
企
業
側
か
責
任
を
認

め
て
補
償
し
て
い
く
き
っ
か
け
に
し
た
い
」
と
意
気
込

ん

で

い

る

。

(

柄

谷

雅

紐

)

詞

で
敗
訴
が
確
定
し
た
。
し
か
し
、

同
年
4
月
に
、
西
松
建
設
が
被
告

の
別
の
最
高
裁
判
決
で
「
関
係
者

が
被
害
救
済
に
向
げ
て
努
力
す
る

こ
と
が
期
待
さ
れ
る
」
と
付
一
吉
田
が

あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
昨
年
の

夏
ご
ろ
か
ら
、
双
方
で
協
議
し
て

き
た
。
訴
訟
外
で
和
解
す
る
の

は
、
昨
年

m月
に
同
社
が
広
島
県

J¥ 

内
で
の
強
制
労
働
を
め
ぐ
り
、
元

労
働
者
ら
と
和
解
し
て
以
来
2
例

目
だ
。関
係
者
に
よ
る
と
、
元
労
働
者

の
中
に
は
「
金
額
が
不
十
分
」

「
も
っ
と
誠
実
な
謝
罪
を
」
な
ど

の
要
望
が
あ
り
、
和
解
に
反
対
す

る
人
も
い
た
と
い
う
。
し
か
し
、

西
松
建
設
側
が
「
歴
史
的
な
責
任

を
認
め
、
深
く
反
省
レ
、
謝
罪
す

る
」
と
い
う
趣
旨
を
和
解
条
項
に

盛
り
込
み
、
和
解
に
合
意
す
る
機

運
が
高
ま
っ
た
と
い
う
。

戦
時
中
の
強
制
労
働
を
め
ぐ
る

訴
訟
で
は
、

mw年
4
月
に
最
高
裁

判
決
が
「
1
9
7
2年
の
日
中
共

同
声
明
に
よ
り
、
中
国
人
個
人
は

日
本
に
対
し
戦
争
被
害
に
つ
い
て
一
一

裁
判
上
、
賠
償
を
請
求
で
き
な
く
一

な
っ
た
」
と
示
し
て
か
ら
、
全
国
一

の
地
裁
や
高
裁
で
元
労
働
者
側
の
一
一

中
村
弁
護
士
は
「
ム
画
の
和
解
一
(
旧
・
間
組
)
な
ど
、
和
解
に
応
一
「

を
足
が
か
り
に
し
て
、
リ
ン
コ

l
一
じ
て
い
な
い
企
業
に
働
き
か
げ
て
二

や
群
馬
で
争
っ
て
い
る
ハ
ザ
マ
一
い
き
た
い
」
と
話
し
て
い
る
。
二

肢
訴
が
相
次
い
で
い
る
。

県
内
で
は
、
新
潟
港
で
強
制
労

働
に
従
事
さ
せ
ら
れ
た
と
し
て
、

園
と
「
リ
ン
コ
l
コ
l
ポ
レ
l
シ

ョ
ン
」
(
新
潟
市
)
を
相
手
に
損

害
賠
償
を
求
め
る
訴
訟
が
あ
っ
た

が、

ω年
に
敗
訴
が
確
定
し
た
。

元
労
働
者
側
は
西
松
建
設
と
同

様
、
当
事
者
間
で
の
解
決
を
目
指

し
て
い
る
が
、
井
護
団
長
の
中
村

洋
二
郎
ι

弁
護
士
に
よ
る
と
、
企
業

側
は
究
渉
に
応
じ
る
様
子
は
な
い

と
い
う
。

ー、
p
l
i
-
-
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強
制
労
働
和
解
新
潟
も

西
松
建
設
中
国
人
側
と
鉛
日

戦
時
中
に
新
潟
県
内
の
信
濃
川

で
ダ
ム
建
設
な
ど
の
強
制
労
働
を

強
い
ら
れ
た
中
国
人
元
労
働
者
ら

が
西
松
建
設
(
東
京
)
を
訴
え
、

罰
一
最
高
裁
判
決
で
原
告
敗
訴
が
確
定

昌
一
し
た
訴
訟
を
め
ぐ
り
、
同
社
が
約

一
1
億
3
千
万
円
を
信
託
し
て
基
金

一
を
設
立
し
、
金
銭
補
償
す
る
条
件

一
で
元
労
働
者
側
と
お
日
に
和
解
す

汗
一
る
こ
と
が
、
関
係
者
へ
の
取
材
で

義
一
わ
か
っ
た
。
和
解
条
項
に
は
、
元

一
労
働
者
側
に
対
し
て
「
歴
史
的
な

一
責
任
」
を
認
め
た
上
で
の
謝
罪
も

一
盛
り
込
ま
れ
る
閏
窓
み
だ
。

三
一
訴
訟
は
終
結
し
て
い
る
が
、
最

l
一
高
裁
判
決
が
「
同
社
ら
関
係
者
が

被
害
の
救
済
に
向
け
た
努
力
を
す

る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
」
と
付
言

し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
双
方
で
協

議
を
続
け
て
き
た
。
羽
田
に
双
方

が
東
京
簡
裁
に
出
頭
し
、
「
即
決

和
解
」
す
る
。

基
金
に
よ
る
補
償
は
、
新
潟
県

内
の
信
濃
川
で
、
発
電
所
の
ダ
ム

建
設
な
ど
の
強
制
労
働
を
強
い
ら

れ
た
1
8
3人
全
員
が
対
象
と
な

る
。
聞
社
が
約
1
億
3
千
万
円
を

信
託
し
て
基
金
を
設
立
し
、
中
国

の
人
権
団
体
「
人
権
発
展
基
金

会
」
に
預
託
す
る
。
基
金
は
、
労

働
者
や
遺
族
の
調
査
、
慰
霊
碑
の

建
立
な
ど
に
も
使
わ
れ
る
た
め
、

補
償
金
額
は
1
人
当
た
り
叩
万
円

以
下
に
な
る
可
能
性
が
高
い
。

同
社
は
「
歴
史
的
な
責
任
」
を

認
め
、
「
強
制
労
働
に
つ
い
て
歴

史
的
な
事
実
と
し
て
認
め
、
企
業

と
し
て
元
労
働
者
や
遺
族
に
対
し

歴
史
的
な
責
任
が
あ
る
こ
と
を
認

め
て
深
く
反
省
し
、
謝
罪
す
る
」

と
い
う
趣
旨
の
謝
罪
を
和
解
条
項

に
盛
り
込
む
見
通
し
だ
。

同
社
を
巡
る
戦
時
中
の
強
制
労

働
の
問
題
で
は
、
昨
年
目
月
に
広

島
県
内
の
水
力
発
電
所
の
建
設
現

場
で
働
か
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る

3
6
0人
に
対
し
、

2
億
5
千
万

円
の
基
金
を
設
立
し
て
補
償
し
た

例
が
あ
る
。
今
回
は
広
島
県
に
続

く
2
例
目
。

関
係
者
に
よ
る
と
、
同
社
の
元

社
畏
か
昨
年
、
違
法
献
金
問
題
な

ど
で
起
訴
さ
れ
た
事
件
を
き
っ
か

け
に
、
同
社
の
過
去
の
問
題
を
見

直
す
中
で
、
合
意
の
機
運
が
高
ま

っ
た
と
い
う
。
(
柄
谷
雅
紀
)

晴開-町伊 川




